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特 記 仕 様 書 

 

この仕様書は、下記の工事の施工に適用する。 
  
  工 事 名 : 林業緊急小規模工事（総価契約） 

  工事場所 : 宍粟市内 

  工事期間 : 令和８年 6月１日～令和９年３月31日 限 

 

第１条 総則 

林業緊急小規模工事の施工にあたっては、設計書・契約書ならびに森林土木工事共通仕

様書、兵庫県土木工事共通仕様書によるもののほか、次の特記事項による。 

 

第２条 基準単価 

基準単価とは、工事を施工する１日（昼間施工：８時間）当たりの標準的な工種であり、

標準作業歩掛を次のとおりとする。 

  なお、昼間施工とは、6：00～20：00の間に施工する場合とする。 

＜１日当たりの標準作業歩掛（基準単価）＞ 

名 称 単 位 数 量 

土木一般世話役 人 0.25 

特殊作業員 人 1.00 

普通作業員 人 1.00 

ダンプトラック運転(2t) 日 1.00 

 

第３条 施工代価 

（１） 昼間施工は、6：00～20：00の間に施工する場合とし、夜間施工は20：00～6：00

の間に施工する場合とする。 

（２） 施工代価の精算数量（作業時間）は、１時間単位とする。（切り上げ整数止め） 

 

第４条 前払金 

  前払金は対象外とするが、一般管理費等の補正については適用する。（前払補正係数=1.05） 

 

第５条 施工手順 

（１）受注者は、監督員から指示書（様式５）にて、工事箇所、工事内容等（形状・寸法

等）の指示を受け施工すること。施工にあたり疑義が生じた場合は、その都度監督員

と協議し、指示を受けること。 

（２）受注者は指示を受けた場合、速やかに現場に向かい工事を施工し、完了すれば監

督員に連絡すること。 

（３）受注者は、施工後の成果品として林業緊急小規模工事作業報告書（様式６）・施工

箇所図（管内図または住宅地図）・出来形数量表（数量計算書を含む）・出来形展開図

及び工事写真をまとめること。また、監督員から成果品の提出を求められたときは、

速やかに提出できるように整理しておくこと。 

 

第６条 工事写真 

工事写真は、施工前と施工毎の起点および終点、変化点等がわかるように、また、形状

や寸法がわかるように撮影すること。施工中の写真は作業日毎に作業人員、使用機械が確

様式４ 

26/33



認できるように撮影すること。 

 

第７条 取り決め単価および施工数量、単価等に対する異議申し立て 

（１）本工事は、総価契約単価取決方式による契約工事である。なお、受注者への指示

の円滑化と設計変更や部分払いの円滑化を図ることを目的に、入札後の契約にあわせ

て本工事に適用する単価（直接工事費）ついて取り決めるものとする。基準単価を

1.000 として、その他の工種等単価を決定する。 

（２）契約数量については、あくまで予定数量であるため、著しく増減する場合がある。

その場合は、施工数量および単価、工事に従事した人数の多寡等について異議を申し

立てることはできない。 

 

第８条 取り決め単価の追加 

取り決めのない工種等単価が発生する場合は、監督員と協議の上、単価の追加を取り決

めたのちに工事に着手するものとする。 

ただし、緊急に対応する必要がある場合は、この限りでない。この場合は、監督員と協

議の上、できる限り速やかに単価を取り決めるものとする。 

 

第９条 建設副産物 

品 目 施設の名称 処分場住所 受入等諸条件 その他 

アスファルト殻 

㈱岸本建材

運輸 

宍粟市一宮町東市場

字三軒家 389番地 1 

兵庫県土木部の「建設

副産物の処理ならびに

受入価格」に掲載され

る当該施設の受入条件

を遵守すること 

監督員の指

示による 

コンクリート殻

（無筋） 

コンクリート殻

（鉄筋） 

上表については、積算条件を明示しているものであり受入施設を指定するものではな

く、受注者の選定した施設が、積算条件と異なる場合においても設計変更は行わない。 

ただし、上表の施設が工事発注後に県登録施設からの登録抹消等により受け入れ困難と

なった場合は、設計変更を行う。 

27/33



28/33



29/33



30/33



31/33



32/33



33/33


